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鳥取県企画部情報政策課鳥取県企画部情報政策課鳥取県企画部情報政策課鳥取県企画部情報政策課    

    
    

ＮＯＣ

大学

市町村役場
小中学校

公民館

公共端末市町村役場

博物館･美術館 小中学校

福祉施設

公民館公民館公民館公民館 市町村役場

市町村役場

図書館図書館図書館図書館

公共端末公共端末公共端末公共端末

公民館

　　役場　　役場　　役場　　役場

体育館体育館体育館体育館
保健施設保健施設保健施設保健施設

小中学校
市町村役場

福祉施設

小中学校

福祉施設

役場役場役場役場

体育館･避難所

観光施設観光施設観光施設観光施設

役場役場役場役場

公民館公民館公民館公民館

文化会館文化会館文化会館文化会館

中学校中学校中学校中学校

小学校小学校小学校小学校

高等学校高等学校高等学校高等学校

ＴｏｒｉｋｙｏＴｏ ｒｉｋｙｏＴｏ ｒｉｋｙｏＴｏ ｒｉｋｙｏ -ＮｅｔＮｅｔＮｅｔＮｅｔ

図書館図書館図書館図書館

博物館博物館博物館博物館

図書館図書館図書館図書館

博物館博物館博物館博物館

図書館 ・博物館ネット図書館 ・博物館ネット図書館 ・博物館ネット図書館 ・博物館ネット

試験研究機関試験研究機関試験研究機関試験研究機関

試験研究機関試験研究機関試験研究機関試験研究機関

試験研試験研試験研試験研
究機関究機関究機関究機関

試験研究機関学術ネット試験研究機関学術ネット試験研究機関学術ネット試験研究機関学術ネット

教育研修ｾﾝﾀｰ

　　　　

　　　　

大学、図書館等大学、図書館等大学、図書館等大学、図書館等

観光施設観光施設観光施設観光施設
観光施設観光施設観光施設観光施設

市町村地域イントラ市町村地域イントラ市町村地域イントラ市町村地域イントラ
市町村地域イントラ市町村地域イントラ市町村地域イントラ市町村地域イントラ

鳥取情報ハイウェイのイメージ鳥取情報ハイウェイのイメージ鳥取情報ハイウェイのイメージ鳥取情報ハイウェイのイメージ 

鳥取情報ハイウェイの利用手引鳥取情報ハイウェイの利用手引鳥取情報ハイウェイの利用手引鳥取情報ハイウェイの利用手引 

平成１６年４月全線運用開始 

鳥取情報ハイウェイは、行政ネットワーク網として使用するだけでなく、民鳥取情報ハイウェイは、行政ネットワーク網として使用するだけでなく、民鳥取情報ハイウェイは、行政ネットワーク網として使用するだけでなく、民鳥取情報ハイウェイは、行政ネットワーク網として使用するだけでなく、民    

間企業等にも開放し、デジタルデバイド（都市と農山村地域の情報格差）の間企業等にも開放し、デジタルデバイド（都市と農山村地域の情報格差）の間企業等にも開放し、デジタルデバイド（都市と農山村地域の情報格差）の間企業等にも開放し、デジタルデバイド（都市と農山村地域の情報格差）の    

解消や、地域産業の活性化に活かします。解消や、地域産業の活性化に活かします。解消や、地域産業の活性化に活かします。解消や、地域産業の活性化に活かします。 



■鳥取情報ハイウェイの概要■鳥取情報ハイウェイの概要■鳥取情報ハイウェイの概要■鳥取情報ハイウェイの概要 
 
・光ケーブル総延長・光ケーブル総延長・光ケーブル総延長・光ケーブル総延長   ２２３ｋｍ２２３ｋｍ２２３ｋｍ２２３ｋｍ 
・アクセスポイント・アクセスポイント・アクセスポイント・アクセスポイント     ＮＯＣ（鳥取県庁）、米子ＰＯＰ（県西部総合事務所）、倉ＮＯＣ（鳥取県庁）、米子ＰＯＰ（県西部総合事務所）、倉ＮＯＣ（鳥取県庁）、米子ＰＯＰ（県西部総合事務所）、倉ＮＯＣ（鳥取県庁）、米子ＰＯＰ（県西部総合事務所）、倉

吉ＰＯＰ（ＮＴＴ倉吉ビル）、八頭ＰＯＰ（ＮＴＴ郡家ビル）、吉ＰＯＰ（ＮＴＴ倉吉ビル）、八頭ＰＯＰ（ＮＴＴ郡家ビル）、吉ＰＯＰ（ＮＴＴ倉吉ビル）、八頭ＰＯＰ（ＮＴＴ郡家ビル）、吉ＰＯＰ（ＮＴＴ倉吉ビル）、八頭ＰＯＰ（ＮＴＴ郡家ビル）、
日野ＰＯＰ（ＮＴＴ日野ビル）日野ＰＯＰ（ＮＴＴ日野ビル）日野ＰＯＰ（ＮＴＴ日野ビル）日野ＰＯＰ（ＮＴＴ日野ビル） 

・・・・中 継中 継中 継中 継 所所所所             智頭中継所（ＮＴＴ智頭ビル）、寺町中継所（ＮＴＴ寺町ビ智頭中継所（ＮＴＴ智頭ビル）、寺町中継所（ＮＴＴ寺町ビ智頭中継所（ＮＴＴ智頭ビル）、寺町中継所（ＮＴＴ寺町ビ智頭中継所（ＮＴＴ智頭ビル）、寺町中継所（ＮＴＴ寺町ビ
ル）、天神中継所（天神浄化センター）ル）、天神中継所（天神浄化センター）ル）、天神中継所（天神浄化センター）ル）、天神中継所（天神浄化センター） 

・・・・伝 送 方伝 送 方伝 送 方伝 送 方 式式式式             ギガビットイーサネット方式ギガビットイーサネット方式ギガビットイーサネット方式ギガビットイーサネット方式 
・・・・最大伝送速度最大伝送速度最大伝送速度最大伝送速度      １Ｇｂｐｓ（幹線は２重１Ｇｂｐｓ（幹線は２重１Ｇｂｐｓ（幹線は２重１Ｇｂｐｓ（幹線は２重化により２Ｇｂｐｓ）化により２Ｇｂｐｓ）化により２Ｇｂｐｓ）化により２Ｇｂｐｓ） 
・運・運・運・運                用用用用           鳥取情報ハイウェイ管理センター（（財）鳥取県情報センタ鳥取情報ハイウェイ管理センター（（財）鳥取県情報センタ鳥取情報ハイウェイ管理センター（（財）鳥取県情報センタ鳥取情報ハイウェイ管理センター（（財）鳥取県情報センタ

ー）による２４時間、３６５日常時監視ー）による２４時間、３６５日常時監視ー）による２４時間、３６５日常時監視ー）による２４時間、３６５日常時監視 
・・・・接 続 機接 続 機接 続 機接 続 機 関関関関           約３００機関約３００機関約３００機関約３００機関（平成１６年５月時点）（平成１６年５月時点）（平成１６年５月時点）（平成１６年５月時点）    

                                                                                県や市町村の公共施設、学校、県産業技術センター、県教育センター、県や市町村の公共施設、学校、県産業技術センター、県教育センター、県や市町村の公共施設、学校、県産業技術センター、県教育センター、県や市町村の公共施設、学校、県産業技術センター、県教育センター、    

県立病院、鳥取大学等高等教育機関、鳥取県産業振興機構、ＮＨＫ鳥県立病院、鳥取大学等高等教育機関、鳥取県産業振興機構、ＮＨＫ鳥県立病院、鳥取大学等高等教育機関、鳥取県産業振興機構、ＮＨＫ鳥県立病院、鳥取大学等高等教育機関、鳥取県産業振興機構、ＮＨＫ鳥    

取放送局、民間企業（ＩＳＰ、産業振興機構入居企業、ＣＡＴＶ取放送局、民間企業（ＩＳＰ、産業振興機構入居企業、ＣＡＴＶ取放送局、民間企業（ＩＳＰ、産業振興機構入居企業、ＣＡＴＶ取放送局、民間企業（ＩＳＰ、産業振興機構入居企業、ＣＡＴＶ事業者事業者事業者事業者    

など）など）など）など）    

 

 

日野町役場

日野総合事務所

境港警察署

中央病院

東部総合事務所

鳥取ＮＯＣ
鳥取警察署

鳥取環境大学
産業技術センター
産業振興機構等

八頭ＰＯＰ
八頭総合事務所

岩美町役場

福部村役場

県民文化会館
鳥取市役所

教育研修ｾﾝﾀｰ

鳥取大学

郡家町役場

船岡町役場

八東町役場

若桜町役場

河原町役場

用瀬町役場佐治村役場

智頭町役場

気高町役場

鹿野町役場

青谷町役場

青谷高校

泊村役場

羽合町役場

東郷町役場

三朝町役場厚生病院

倉吉市役所

倉吉未来中心

中部総合事務所

建設技術ｾﾝﾀｰ

倉吉警察署

鳥取短期大学

北条町役場

大栄町役場東伯町役場
赤碕町役場

中山町役場

名和町役場

大山町役場

淀江町役場
日吉津村役場

米子警察署

倉吉ＰＯＰ
米子ＰＯＰ

日野ＰＯＰ

関金町役場

西部健康福祉ｾﾝﾀｰ

岸本町役場

会見町役場

西伯町役場
溝口町役場

江府町役場

日南町役場

米子市役所
米子ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ

鳥取大学医学部

米子高専

境港市役所

国府町役場

鳥取情報ハイウェイ

市町村アクセス網

鳥取工事事務所

バックアップ回線

バ
ック

アップ
回
線

寺町中継所

〔鳥取情報ハイウェイの構成〕〔鳥取情報ハイウェイの構成〕〔鳥取情報ハイウェイの構成〕〔鳥取情報ハイウェイの構成〕 

◎アクセスポイント◎アクセスポイント◎アクセスポイント◎アクセスポイント    ○中継所○中継所○中継所○中継所 

 

＊岡山県情報ハイウェイとは、

平成１６年度末までに接続

幹線２重化のイメージ幹線２重化のイメージ幹線２重化のイメージ幹線２重化のイメージ 

ＮＯＣＮＯＣＮＯＣＮＯＣ POP 
POP 

POP POP 



■鳥取情報ハイウェイの利用■鳥取情報ハイウェイの利用■鳥取情報ハイウェイの利用■鳥取情報ハイウェイの利用 
 

詳しくは、「鳥取詳しくは、「鳥取詳しくは、「鳥取詳しくは、「鳥取情報ハイウェイ管理運営要綱」をご覧ください。情報ハイウェイ管理運営要綱」をご覧ください。情報ハイウェイ管理運営要綱」をご覧ください。情報ハイウェイ管理運営要綱」をご覧ください。     

県ホームページに掲載県ホームページに掲載県ホームページに掲載県ホームページに掲載 

＞＞＞＞＞＞＞＞http://www.pref.tottori.jp/jouhou/highway/kanriyoukou.htm 

・鳥取情報ハイウェイは、県や市町村など行政機関だけでなく、民間企業や各種団体・鳥取情報ハイウェイは、県や市町村など行政機関だけでなく、民間企業や各種団体・鳥取情報ハイウェイは、県や市町村など行政機関だけでなく、民間企業や各種団体・鳥取情報ハイウェイは、県や市町村など行政機関だけでなく、民間企業や各種団体

も利用できます。も利用できます。も利用できます。も利用できます。 
・利用は、アクセスポイント等・利用は、アクセスポイント等・利用は、アクセスポイント等・利用は、アクセスポイント等（鳥取情報ハイウェイと接続するための接続点）（鳥取情報ハイウェイと接続するための接続点）（鳥取情報ハイウェイと接続するための接続点）（鳥取情報ハイウェイと接続するための接続点）を使を使を使を使

用して接続してください。アクセスポイントまでの回線は、利用者が確保してくだ用して接続してください。アクセスポイントまでの回線は、利用者が確保してくだ用して接続してください。アクセスポイントまでの回線は、利用者が確保してくだ用して接続してください。アクセスポイントまでの回線は、利用者が確保してくだ

さい。さい。さい。さい。 
・鳥取情報ハイウェイ経由でインターネットを利用される場合は、ＩＳＰ（プ・鳥取情報ハイウェイ経由でインターネットを利用される場合は、ＩＳＰ（プ・鳥取情報ハイウェイ経由でインターネットを利用される場合は、ＩＳＰ（プ・鳥取情報ハイウェイ経由でインターネットを利用される場合は、ＩＳＰ（プロバイロバイロバイロバイ

ダー）と個別に契約してください。ダー）と個別に契約してください。ダー）と個別に契約してください。ダー）と個別に契約してください。 
・市町村は、電気通信事業法に基づく国への届出によって、電気通信事業者として役・市町村は、電気通信事業法に基づく国への届出によって、電気通信事業者として役・市町村は、電気通信事業法に基づく国への届出によって、電気通信事業者として役・市町村は、電気通信事業法に基づく国への届出によって、電気通信事業者として役

場等をアクセスポイントとすることができます。（県には「アクセスポイント設置場等をアクセスポイントとすることができます。（県には「アクセスポイント設置場等をアクセスポイントとすることができます。（県には「アクセスポイント設置場等をアクセスポイントとすることができます。（県には「アクセスポイント設置

届出」が必要です。）届出」が必要です。）届出」が必要です。）届出」が必要です。） 

 
 
■鳥取情報ハイウェイ利用までの流れ■鳥取情報ハイウェイ利用までの流れ■鳥取情報ハイウェイ利用までの流れ■鳥取情報ハイウェイ利用までの流れ 

①先ず、鳥取情報ハイウェイ管理センター（連絡先は、最終頁）にご相談ください。①先ず、鳥取情報ハイウェイ管理センター（連絡先は、最終頁）にご相談ください。①先ず、鳥取情報ハイウェイ管理センター（連絡先は、最終頁）にご相談ください。①先ず、鳥取情報ハイウェイ管理センター（連絡先は、最終頁）にご相談ください。    

②利用申込書は、県（情報政策課）に提出してください。申込書の記載方法が分からない場②利用申込書は、県（情報政策課）に提出してください。申込書の記載方法が分からない場②利用申込書は、県（情報政策課）に提出してください。申込書の記載方法が分からない場②利用申込書は、県（情報政策課）に提出してください。申込書の記載方法が分からない場

合は、鳥取情報ハイウェイ管理センターにご相談ください。合は、鳥取情報ハイウェイ管理センターにご相談ください。合は、鳥取情報ハイウェイ管理センターにご相談ください。合は、鳥取情報ハイウェイ管理センターにご相談ください。    

③申込書の内容が利用承認基③申込書の内容が利用承認基③申込書の内容が利用承認基③申込書の内容が利用承認基準（鳥取情報ハイウェイ管理要綱）に適合していましたら、県準（鳥取情報ハイウェイ管理要綱）に適合していましたら、県準（鳥取情報ハイウェイ管理要綱）に適合していましたら、県準（鳥取情報ハイウェイ管理要綱）に適合していましたら、県

から利用承認書を交付します。から利用承認書を交付します。から利用承認書を交付します。から利用承認書を交付します。    

④県との間で利用契約書を締結していただきます。④県との間で利用契約書を締結していただきます。④県との間で利用契約書を締結していただきます。④県との間で利用契約書を締結していただきます。    
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・
開
通
確
認
、
利
用

⑦
接
続
・
開
通
確
認
、
利
用

⑦
接
続
・
開
通
確
認
、
利
用

⑦
接
続
・
開
通
確
認
、
利
用 

⑥
Ｖ
Ｌ
Ａ
Ｎ
設
定
依
頼
書
を
提
出

⑥
Ｖ
Ｌ
Ａ
Ｎ
設
定
依
頼
書
を
提
出

⑥
Ｖ
Ｌ
Ａ
Ｎ
設
定
依
頼
書
を
提
出

⑥
Ｖ
Ｌ
Ａ
Ｎ
設
定
依
頼
書
を
提
出 



⑤管理センターと接続作業の日程調整をしていただきます。⑤管理センターと接続作業の日程調整をしていただきます。⑤管理センターと接続作業の日程調整をしていただきます。⑤管理センターと接続作業の日程調整をしていただきます。    

⑥ＶＬＡＮ（論理ネットワーク）設定依頼書を、県（情報政策課）に提出してください。鳥⑥ＶＬＡＮ（論理ネットワーク）設定依頼書を、県（情報政策課）に提出してください。鳥⑥ＶＬＡＮ（論理ネットワーク）設定依頼書を、県（情報政策課）に提出してください。鳥⑥ＶＬＡＮ（論理ネットワーク）設定依頼書を、県（情報政策課）に提出してください。鳥

取情報ハイウェイ管理センターが情報ハイウェイ側のＶＬＡＮを設定します。取情報ハイウェイ管理センターが情報ハイウェイ側のＶＬＡＮを設定します。取情報ハイウェイ管理センターが情報ハイウェイ側のＶＬＡＮを設定します。取情報ハイウェイ管理センターが情報ハイウェイ側のＶＬＡＮを設定します。    

⑦接続や開通の確認をした後、ご利用いただけます。⑦接続や開通の確認をした後、ご利用いただけます。⑦接続や開通の確認をした後、ご利用いただけます。⑦接続や開通の確認をした後、ご利用いただけます。    

    

    

■鳥取情報ハイウェイとの接続仕様■鳥取情報ハイウェイとの接続仕様■鳥取情報ハイウェイとの接続仕様■鳥取情報ハイウェイとの接続仕様 
 
○接続仕様（インターフェース等）○接続仕様（インターフェース等）○接続仕様（インターフェース等）○接続仕様（インターフェース等） 

区区区区          分分分分 インターフェース等インターフェース等インターフェース等インターフェース等 ケーブルケーブルケーブルケーブル コネクタコネクタコネクタコネクタ 

民間企民間企民間企民間企業業業業 １０１０１０１０BASE－－－－T 

１００１００１００１００BASE-TX 
UTPケーブルケーブルケーブルケーブル     

（カテゴリ５）（カテゴリ５）（カテゴリ５）（カテゴリ５） 

RＪ－４５コネクタＪ－４５コネクタＪ－４５コネクタＪ－４５コネクタ 

１０００１０００１０００１０００BASE－－－－LX、、、、ZX SCコネクタコネクタコネクタコネクタ 市 町市 町市 町市 町 村村村村 

融着融着融着融着 

シングルモード光フシングルモード光フシングルモード光フシングルモード光フ

ァイバケーブルァイバケーブルァイバケーブルァイバケーブル クロージャ内クロージャ内クロージャ内クロージャ内 

・情報ハイウェイ内に・情報ハイウェイ内に・情報ハイウェイ内に・情報ハイウェイ内にVLAN（（（（Virtual LAN）を提供しますので、利用者は、必要に応じてファ）を提供しますので、利用者は、必要に応じてファ）を提供しますので、利用者は、必要に応じてファ）を提供しますので、利用者は、必要に応じてファ

イアウォール、ＶＰＮ（イアウォール、ＶＰＮ（イアウォール、ＶＰＮ（イアウォール、ＶＰＮ（Virtual Private Network）構築等の用途に応じたセキュリティ対策を）構築等の用途に応じたセキュリティ対策を）構築等の用途に応じたセキュリティ対策を）構築等の用途に応じたセキュリティ対策を

講じてください。講じてください。講じてください。講じてください。 

・利用者は、情報ハイウェイの利用の中断、遅延等が発生し・利用者は、情報ハイウェイの利用の中断、遅延等が発生し・利用者は、情報ハイウェイの利用の中断、遅延等が発生し・利用者は、情報ハイウェイの利用の中断、遅延等が発生しても支障がないよう、必要に応じても支障がないよう、必要に応じても支障がないよう、必要に応じても支障がないよう、必要に応じ

てバックアップ回線を確保するなど、ネットワーク、システムを構築、運用してください。てバックアップ回線を確保するなど、ネットワーク、システムを構築、運用してください。てバックアップ回線を確保するなど、ネットワーク、システムを構築、運用してください。てバックアップ回線を確保するなど、ネットワーク、システムを構築、運用してください。 

・情報ハイウェイが提供する電気通信役務（広域イーサネットサービス）は、原則としてベス・情報ハイウェイが提供する電気通信役務（広域イーサネットサービス）は、原則としてベス・情報ハイウェイが提供する電気通信役務（広域イーサネットサービス）は、原則としてベス・情報ハイウェイが提供する電気通信役務（広域イーサネットサービス）は、原則としてベス

トエフォート型です。トエフォート型です。トエフォート型です。トエフォート型です。 

    

    

■鳥取情報ハイウェイと接続する回線■鳥取情報ハイウェイと接続する回線■鳥取情報ハイウェイと接続する回線■鳥取情報ハイウェイと接続する回線 
    
アクセスポイントへの回線は利用者が確保してください。ＮＴＴ西日本やエネルアクセスポイントへの回線は利用者が確保してください。ＮＴＴ西日本やエネルアクセスポイントへの回線は利用者が確保してください。ＮＴＴ西日本やエネルアクセスポイントへの回線は利用者が確保してください。ＮＴＴ西日本やエネル
ギアコミュニケーションズなどの通信事業者の回線を利用して接続することがでギアコミュニケーションズなどの通信事業者の回線を利用して接続することがでギアコミュニケーションズなどの通信事業者の回線を利用して接続することがでギアコミュニケーションズなどの通信事業者の回線を利用して接続することがで
きます。きます。きます。きます。    
なお、役場等がアクセスポイントとなっている場合は、市町村保有の光ファイバなお、役場等がアクセスポイントとなっている場合は、市町村保有の光ファイバなお、役場等がアクセスポイントとなっている場合は、市町村保有の光ファイバなお、役場等がアクセスポイントとなっている場合は、市町村保有の光ファイバ
や民間通信事業者の回線でや民間通信事業者の回線でや民間通信事業者の回線でや民間通信事業者の回線で役場等を経由して接続することもできます。役場等を経由して接続することもできます。役場等を経由して接続することもできます。役場等を経由して接続することもできます。    

    

○ＮＴＴ西日本（○ＮＴＴ西日本（○ＮＴＴ西日本（○ＮＴＴ西日本（http://www.ntthttp://www.ntthttp://www.ntthttp://www.ntt----west.co.jp/index_f.htmlwest.co.jp/index_f.htmlwest.co.jp/index_f.htmlwest.co.jp/index_f.html））））    
    ・ワイドＬＡＮ、ワイドＬＡＮプラス・ワイドＬＡＮ、ワイドＬＡＮプラス・ワイドＬＡＮ、ワイドＬＡＮプラス・ワイドＬＡＮ、ワイドＬＡＮプラス    
    ・ＡＴＭメガリンク，ＡＴＭメガデータネッツ・ＡＴＭメガリンク，ＡＴＭメガデータネッツ・ＡＴＭメガリンク，ＡＴＭメガデータネッツ・ＡＴＭメガリンク，ＡＴＭメガデータネッツ    
    ・地域ＩＰ網系サービス・地域ＩＰ網系サービス・地域ＩＰ網系サービス・地域ＩＰ網系サービス                    ・デジタル専用線サービス・デジタル専用線サービス・デジタル専用線サービス・デジタル専用線サービス    



・デジタルアクセス６４，１２８，１５００・デジタルアクセス６４，１２８，１５００・デジタルアクセス６４，１２８，１５００・デジタルアクセス６４，１２８，１５００    
    
○エネルギアコミュニケーションズ（○エネルギアコミュニケーションズ（○エネルギアコミュニケーションズ（○エネルギアコミュニケーションズ（http://www.enecom.co.jp/http://www.enecom.co.jp/http://www.enecom.co.jp/http://www.enecom.co.jp/））））    
    ・イーサネット通信網サービス・イーサネット通信網サービス・イーサネット通信網サービス・イーサネット通信網サービス        ・ＡＴＭ専用線サービス・ＡＴＭ専用線サービス・ＡＴＭ専用線サービス・ＡＴＭ専用線サービス    
    ・高速デジタル伝送サービス・高速デジタル伝送サービス・高速デジタル伝送サービス・高速デジタル伝送サービス    
    
○その他○その他○その他○その他の通信事業者の通信事業者の通信事業者の通信事業者    
    ・民間通信事業者のダークファイバを利用した通信サービス・民間通信事業者のダークファイバを利用した通信サービス・民間通信事業者のダークファイバを利用した通信サービス・民間通信事業者のダークファイバを利用した通信サービス    
    ・ＣＡＴＶ事業者回線・ＣＡＴＶ事業者回線・ＣＡＴＶ事業者回線・ＣＡＴＶ事業者回線                    ・市町村保有の光ファイバ回線・市町村保有の光ファイバ回線・市町村保有の光ファイバ回線・市町村保有の光ファイバ回線 

 

 

■鳥取情報ハイウェイの利用料■鳥取情報ハイウェイの利用料■鳥取情報ハイウェイの利用料■鳥取情報ハイウェイの利用料 
 
・情報ハイウェイの利用料（電気通信役務の対価）は、無償です。・情報ハイウェイの利用料（電気通信役務の対価）は、無償です。・情報ハイウェイの利用料（電気通信役務の対価）は、無償です。・情報ハイウェイの利用料（電気通信役務の対価）は、無償です。 
・アクセスポイントのラック使用料、設置機器の電気料、ＮＴＴビル立会料などの・アクセスポイントのラック使用料、設置機器の電気料、ＮＴＴビル立会料などの・アクセスポイントのラック使用料、設置機器の電気料、ＮＴＴビル立会料などの・アクセスポイントのラック使用料、設置機器の電気料、ＮＴＴビル立会料などの

実費を負担していただきます。実費を負担していただきます。実費を負担していただきます。実費を負担していただきます。 
 

■鳥取情報ハイウェイの接続、利用例■鳥取情報ハイウェイの接続、利用例■鳥取情報ハイウェイの接続、利用例■鳥取情報ハイウェイの接続、利用例 

ＰＯＰ ＮＯＣ
インターネット

①民間通信事業者の専用線を利用したインターネット接続①民間通信事業者の専用線を利用したインターネット接続①民間通信事業者の専用線を利用したインターネット接続①民間通信事業者の専用線を利用したインターネット接続　　　　

上位プロバイダ

電話公衆網回線
電気通信事業者電気通信事業者電気通信事業者電気通信事業者
専用線等専用線等専用線等専用線等

ＩＳＰアクセＩＳＰアクセＩＳＰアクセＩＳＰアクセ
スポイントスポイントスポイントスポイント

鳥取情報ハイウェイ鳥取情報ハイウェイ鳥取情報ハイウェイ鳥取情報ハイウェイ

ＰＯＰ ＮＯＣ

Ａ企業Ａ企業Ａ企業Ａ企業 Ｂ企業Ｂ企業Ｂ企業Ｂ企業

ＩＳＰ企業ＩＳＰ企業ＩＳＰ企業ＩＳＰ企業

鳥取情報ハイウェイ鳥取情報ハイウェイ鳥取情報ハイウェイ鳥取情報ハイウェイ

電気通信事業者電気通信事業者電気通信事業者電気通信事業者
専用線等専用線等専用線等専用線等

②企業間イントラネット利用②企業間イントラネット利用②企業間イントラネット利用②企業間イントラネット利用

電気通信事業者電気通信事業者電気通信事業者電気通信事業者
専用線等専用線等専用線等専用線等

民間通信事業者の多様な
サービスも増えてきましたの
で、情報ハイウェイを利用し
なくても安価な場合がありま
す。利用の際は、比較検討
をお勧めします。

情報ハイウェイ経由で、イン
ターネットを利用される場合
は、情報ハイウェイに接続さ
れているＩＳＰ（プロバイダー
）との契約が必要です。



 

 

ＰＯＰ ＮＯＣ

インターネット

上位プロバイダ

鳥取情報ハイウェイ鳥取情報ハイウェイ鳥取情報ハイウェイ鳥取情報ハイウェイ

市町村役場市町村役場市町村役場市町村役場

市町村保有光ファイバ市町村保有光ファイバ市町村保有光ファイバ市町村保有光ファイバ

⑥役場をアクセスポイントとしたＦＷＡ⑥役場をアクセスポイントとしたＦＷＡ⑥役場をアクセスポイントとしたＦＷＡ⑥役場をアクセスポイントとしたＦＷＡ
　サービスの提供　サービスの提供　サービスの提供　サービスの提供

公民館、小学校等公民館、小学校等公民館、小学校等公民館、小学校等

ＦＷＡＦＷＡＦＷＡＦＷＡ

民間通信事業者のサービ
スが困難な条件不利地域
では、市町村保有の光ファ
イバ等を利用して住民に
高速インターネットサービ
スができます。

ＰＯＰ ＮＯＣ
インターネット

上位プロバイダ

電話公衆網回線
電気通信事業者専用線等電気通信事業者専用線等電気通信事業者専用線等電気通信事業者専用線等

鳥取情報ハイウェイ鳥取情報ハイウェイ鳥取情報ハイウェイ鳥取情報ハイウェイ

市町村役場市町村役場市町村役場市町村役場

ＮＴＴ局舎ＮＴＴ局舎ＮＴＴ局舎ＮＴＴ局舎

ＩＳＰＩＳＰＩＳＰＩＳＰ市町村保有光ファイバ市町村保有光ファイバ市町村保有光ファイバ市町村保有光ファイバ

⑤役場をアクセスポイントとしたＡＤＳＬサービスの提供⑤役場をアクセスポイントとしたＡＤＳＬサービスの提供⑤役場をアクセスポイントとしたＡＤＳＬサービスの提供⑤役場をアクセスポイントとしたＡＤＳＬサービスの提供

数町村で実施中です。

ＰＯＰ ＮＯＣ
インターネット

上位プロバイダ

鳥取情報ハイウェイ鳥取情報ハイウェイ鳥取情報ハイウェイ鳥取情報ハイウェイ

市町村役場市町村役場市町村役場市町村役場

④役場をアクセスポイントとしたインキュベート施設への　④役場をアクセスポイントとしたインキュベート施設への　④役場をアクセスポイントとしたインキュベート施設への　④役場をアクセスポイントとしたインキュベート施設への　
　光サービス提供　光サービス提供　光サービス提供　光サービス提供

公共インキュベート施設、公共インキュベート施設、公共インキュベート施設、公共インキュベート施設、
民間企業等民間企業等民間企業等民間企業等

市町村保有光ファイバ市町村保有光ファイバ市町村保有光ファイバ市町村保有光ファイバ
県産業振興機構県産業振興機構県産業振興機構県産業振興機構

（入居企業は、情報ハイウェイ
経由で、インターネットサービ
スを利用されています。）

ＰＯＰ ＮＯＣ

鳥取情報ハイウェイ鳥取情報ハイウェイ鳥取情報ハイウェイ鳥取情報ハイウェイ

企業企業企業企業

③大学や産業技術センター等との産学連携③大学や産業技術センター等との産学連携③大学や産業技術センター等との産学連携③大学や産業技術センター等との産学連携

県産業技術センター県産業技術センター県産業技術センター県産業技術センター
県産業振興機構県産業振興機構県産業振興機構県産業振興機構　　　大学　　　大学　　　大学　　　大学

電気通信事業者電気通信事業者電気通信事業者電気通信事業者
専用線等専用線等専用線等専用線等

鳥取情報ハイウェイには、鳥
取大学や鳥取環境大学など
の高等教育機関や産業技術
センター等の産業支援機関が
ネットワークされています。

大学等との連携による新技術
開発等に利用してください。



 

⑧ＮＴＴ地域ＩＰ網利用⑧ＮＴＴ地域ＩＰ網利用⑧ＮＴＴ地域ＩＰ網利用⑧ＮＴＴ地域ＩＰ網利用

ＰＯＰ ＮＯＣ

鳥取情報ハイウェイ鳥取情報ハイウェイ鳥取情報ハイウェイ鳥取情報ハイウェイ

ＮＴＴ地域ＩＰ網ＮＴＴ地域ＩＰ網ＮＴＴ地域ＩＰ網ＮＴＴ地域ＩＰ網

電気通信事業者専用線電気通信事業者専用線電気通信事業者専用線電気通信事業者専用線

フレッツサービス等フレッツサービス等フレッツサービス等フレッツサービス等

NTTとフレッツグループ又

はフレッツオフィスサービス
の契約が必要です。情報
ハイウェイの利用に当たっ
ては、用途や顧客数等とフ
レッツオフィスサービス料
金等を比較検討されること
をお勧めします。

ＩＳＰ等ＩＳＰ等ＩＳＰ等ＩＳＰ等

顧客等顧客等顧客等顧客等

ＰＯＰ ＮＯＣ
インターネット

鳥取情報ハイウェイ鳥取情報ハイウェイ鳥取情報ハイウェイ鳥取情報ハイウェイ

　　町村役場　　町村役場　　町村役場　　町村役場

⑦ＣＡＴＶエリアの拡張、ＣＡＴＶインターネットサービス⑦ＣＡＴＶエリアの拡張、ＣＡＴＶインターネットサービス⑦ＣＡＴＶエリアの拡張、ＣＡＴＶインターネットサービス⑦ＣＡＴＶエリアの拡張、ＣＡＴＶインターネットサービス

市町村保有光ファイバ市町村保有光ファイバ市町村保有光ファイバ市町村保有光ファイバＣＡＴＶ網ＣＡＴＶ網ＣＡＴＶ網ＣＡＴＶ網ＣＡＴＶ網ＣＡＴＶ網ＣＡＴＶ網ＣＡＴＶ網

町村ＣＡＴＶ網町村ＣＡＴＶ網町村ＣＡＴＶ網町村ＣＡＴＶ網町村ＣＡＴＶ網町村ＣＡＴＶ網町村ＣＡＴＶ網町村ＣＡＴＶ網

寺町
中継所

数町村で
実施中です。

利用者機器利用者機器利用者機器利用者機器

　　　　　　　　

利用者機器利用者機器利用者機器利用者機器

　　　　　　　　

利用者機器利用者機器利用者機器利用者機器

　　　　　　　　

ＮＯＣＮＯＣＮＯＣＮＯＣ

ⅡⅡⅡⅡ

大学、短大、高専大学、短大、高専大学、短大、高専大学、短大、高専

　　　県接続機関　　　県接続機関　　　県接続機関　　　県接続機関
（産業技術センター）（産業技術センター）（産業技術センター）（産業技術センター）

鳥
取
情
報
ハ
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ェ
イ

鳥
取
情
報
ハ
イ
ウ
ェ
イ

鳥
取
情
報
ハ
イ
ウ
ェ
イ

鳥
取
情
報
ハ
イ
ウ
ェ
イ

鳥取環境大学鳥取環境大学鳥取環境大学鳥取環境大学

アクセスアクセスアクセスアクセス
ポイントポイントポイントポイント

平成１６年４月１日から、
鳥取環境大学をアクセス
ポイントとするＪＧＮⅡ
が運用開始された。

鳥取情報ハイウェイ経由
で、他の大学や産業技術
センター、産業振興機構
等でも研究に参画可能で
す。

⑩ＪＧＮⅡによる研究利用⑩ＪＧＮⅡによる研究利用⑩ＪＧＮⅡによる研究利用⑩ＪＧＮⅡによる研究利用

ＪＧＮⅡ／ジャパン・ＪＧＮⅡ／ジャパン・ＪＧＮⅡ／ジャパン・ＪＧＮⅡ／ジャパン・

　　ギガビット・ネットワーク　　ギガビット・ネットワーク　　ギガビット・ネットワーク　　ギガビット・ネットワーク

ＰＯＰ ＮＯＣ

インターネット
上位プロバイダ

鳥取情報ハイウェイ鳥取情報ハイウェイ鳥取情報ハイウェイ鳥取情報ハイウェイ

市町村役場市町村役場市町村役場市町村役場

市町村保有光ファイバ市町村保有光ファイバ市町村保有光ファイバ市町村保有光ファイバ

県教育センター県教育センター県教育センター県教育センター

中学校中学校中学校中学校

小学校小学校小学校小学校

　　　　
　　　　
　　　　
　　　　

大学、県立図書館、大学、県立図書館、大学、県立図書館、大学、県立図書館、
県立県博物館等県立県博物館等県立県博物館等県立県博物館等

市町村の小中学校は、
Torikyo-NETと接続するこ

とによって、様々な教育コ
ンテンツ・サービスやイン
ターネットサービスを受け
ることができます。

⑨⑨⑨⑨Torikyo-NET （鳥取県教育情報ネットワーク）（鳥取県教育情報ネットワーク）（鳥取県教育情報ネットワーク）（鳥取県教育情報ネットワーク）



■参考■参考■参考■参考 
 
○鳥取情報ハイウェイ管理運営要綱抜粋○鳥取情報ハイウェイ管理運営要綱抜粋○鳥取情報ハイウェイ管理運営要綱抜粋○鳥取情報ハイウェイ管理運営要綱抜粋 
 
第５条（利用申し込み）第５条（利用申し込み）第５条（利用申し込み）第５条（利用申し込み） 
        ハイウェイを利用しようとする者はハイウェイを利用しようとする者はハイウェイを利用しようとする者はハイウェイを利用しようとする者は、鳥取情報ハイウェイ利用申込書（様式第１、鳥取情報ハイウェイ利用申込書（様式第１、鳥取情報ハイウェイ利用申込書（様式第１、鳥取情報ハイウェイ利用申込書（様式第１
号）を県に提出しなければならない。号）を県に提出しなければならない。号）を県に提出しなければならない。号）を県に提出しなければならない。 

 
詳しくは、鳥取県ホームページ詳しくは、鳥取県ホームページ詳しくは、鳥取県ホームページ詳しくは、鳥取県ホームページ 
＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞http://www.pref.tottori.jp/jouhou/highway/kanriyoukou.htm 

 
 
○電気通信事業法抜粋○電気通信事業法抜粋○電気通信事業法抜粋○電気通信事業法抜粋 
 
第１６５条（営利を目的としない電気通信事業を行う地方公共団体の扱い）第１６５条（営利を目的としない電気通信事業を行う地方公共団体の扱い）第１６５条（営利を目的としない電気通信事業を行う地方公共団体の扱い）第１６５条（営利を目的としない電気通信事業を行う地方公共団体の扱い） 
    営利を目的としない電気通信事業を行おうとする地方公共団体は、総務省令で定営利を目的としない電気通信事業を行おうとする地方公共団体は、総務省令で定営利を目的としない電気通信事業を行おうとする地方公共団体は、総務省令で定営利を目的としない電気通信事業を行おうとする地方公共団体は、総務省令で定
めるところにより、第１６条第１項各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、そめるところにより、第１６条第１項各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、そめるところにより、第１６条第１項各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、そめるところにより、第１６条第１項各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、そ
の旨を総務大臣に届け出なければならなの旨を総務大臣に届け出なければならなの旨を総務大臣に届け出なければならなの旨を総務大臣に届け出なければならない。い。い。い。 

     
    ＊鳥取県は、平成１６年６月７日に鳥取情報ハイウェイを使った広域イーサネットサー＊鳥取県は、平成１６年６月７日に鳥取情報ハイウェイを使った広域イーサネットサー＊鳥取県は、平成１６年６月７日に鳥取情報ハイウェイを使った広域イーサネットサー＊鳥取県は、平成１６年６月７日に鳥取情報ハイウェイを使った広域イーサネットサー

ビスを行う電気通信事業者として届出を行っています。ビスを行う電気通信事業者として届出を行っています。ビスを行う電気通信事業者として届出を行っています。ビスを行う電気通信事業者として届出を行っています。 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ご利用の相談■ご利用の相談■ご利用の相談■ご利用の相談 

  ○技術相談○技術相談○技術相談○技術相談／鳥取情報ハイウェイ管理センター〔（財）鳥取県情報センター／鳥取情報ハイウェイ管理センター〔（財）鳥取県情報センター／鳥取情報ハイウェイ管理センター〔（財）鳥取県情報センター／鳥取情報ハイウェイ管理センター〔（財）鳥取県情報センター 〕〕〕〕 
            電話電話電話電話    ０８５７（２６）８３２９０８５７（２６）８３２９０８５７（２６）８３２９０８５７（２６）８３２９    eメールメールメールメール    Highway-noc@pref.tottori.jp 
    ○制度相○制度相○制度相○制度相談談談談／鳥取県企画部情報政策課／鳥取県企画部情報政策課／鳥取県企画部情報政策課／鳥取県企画部情報政策課 
            電話電話電話電話    ０８５７（２６）７０９４０８５７（２６）７０９４０８５７（２６）７０９４０８５７（２６）７０９４    eメールメールメールメール    jouhou@pref.tottori.jp 


